
模による発注方法等の研究・検討を要望いたして

おきます。

それともう一点、これは指摘をしておきますが、

ある工種において、ある時期に突然に発注する際

の工種が変わることがあります。私は、これは何

とも不思議なことでですね、理解ができなかった

んですが、なぜこういうことになるのか、どうし

ても理解ができないんです。

というのは、私は、ある工種について、当時の

部長、課長と話をした経緯がございます。だから、

今のひな壇部長の方じゃないんですよね。当時の

部長、課長さんですから、部署が恐らく違うと思

います。「何でこの工種で出すんですかと、この

工種じゃないじゃないですか。こっちの工種が本

当の工種じゃないんでしょうか」と、私は、そう

いう話をしたんです。そしたら、当時の部長、課

長が言われることは、「いや、これは役所で決め

ておりますので、この工種で今後とも出させてい

ただきます」と、こういう話しだったわけです。

そして、部長、課長がかわりました。そしたら、

私が言っている工種に変わるんですよ。私は、行

政というのは継続じゃないですか。それならそれ

で、やはり業界の皆さんにも、「この工種は、今

まではこういうことであったけれども、次からは

こういう工種で出しますよ」という説明を私はす

るべきだというふうに思いますし、また、部長、

課長がかわるたびに発注工種が変わるというのは、

私は、これは絶対におかしいと思います。

そういう意味では、これは事業の発注ですから

建設管理部長だと思いますが、そこのことは、人

事異動によってそういうことがないように、ぜひ

注意をしていただきたい。改善を強く要望をいた

しまして、質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

○議長（鳥居直記君） 休憩いたします。

午後は１時から再開いたします。

＝休憩 午前11時56分＝

＝再開 午後１時１分＝

○副議長（江口 健君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。６番飛田典子議員。

〔飛田典子君登壇〕

○６番（飛田典子君) 公明党の飛田典子でござい

ます。

党を代表し、質問通告に従い質問いたしますの

で、市長並びに理事者の誠意ある答弁を求めます。

先行き混迷なときだからこそ、足元を見直し、

未来を見詰め、知恵を出し合いながら進みたいと

願うものです。

１．行財政改革の推進について。

本件につきましては、昨日の質問に対する市長

答弁がかなり踏み込んだ具体的な答弁をされてい

ますが、(1) バランスシートシステムの具体的な

成果については、どのようにもくろんでおられる

のか。また、政策評価については、大事なことは

その進行管理であります。当然、進行管理に伴い、

質の向上も図られます。進行管理について、どの

ように考えておられるのか。

(2) ＩＴ化の進展に伴う展望と目標についてで

あります。

(3) のワークシェアリングの導入につきまして

は、既に推進をしている兵庫県、北海道、秋田県

は企業をリードしているとのこと。兵庫県は、若

年層雇用のチャンスということで、国際課で語学

力のある女性をなど。導入している企業は、県内

で650社以上だそうです。しかし、重要なことは、

社会サポートの中で、子どもの教育費の問題、老

後の生活環境、例えば家のローンなど、このよう

な社会の基盤が盤石になって初めてワークシェア

リングが根づいていく。要は、生活環境が変わる

んだ。景気がよくなっても、こういう雇用の形態

の方がいいと、いろいろな生き方ができる社会に

していけるのがワークシェアリングで、何も雇用

だけでなく、生き方をお互いに分かち合うという

ことの論議が交わされています。昨日の市長答弁

も推進を図ると言っておられますが、現在の高失

業率、雇用悪化の中で積極的に推進されることを

期待し、改めて市長の決意のほどをお聞かせくだ

さい。

(4) 外郭団体への委託の廃止と民間委託へ移行

した場合の経済効果についてお尋ねします。外郭

団体の改革推進に当たっては、委託業務のあり方、

補助金、貸付金等についても見直しを行い、必要

に応じては統廃合等を進めるとありますが、外郭

団体の統廃合については、今後、どのように考え

ておられるのか。プロパー職員の今後の配置、市
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職員の出向についての基本的な考えは、どのよう

になっているのか。

(5) 市民サービスの向上。行革大綱において一

番に掲げているのが、適切な接遇の徹底や縦割り

主義的な対応の是正など、市民との応接の改善に

努めると掲げています。窓口サービスは、市役所

全体の顔です。言いかえれば、市長の顔でもある

んです。服装、身なり、言葉づかいは、市民との

応対する上では、一番大事な基本的なことである

と考えます。私が、特に気になっておりますのが、

職員のスリッパ履きです。市民の方のきちんとし

た格好に対し、執務をする立場の職員としていか

がなものか、市長のお考えをお聞かせください。

２. 産業の活性化及び雇用創出について。

(1) 女性起業家に対する支援。女性の経営参画

の重要な形態であります企業活動の高度化に伴い

インターネットビジネスなど、まさに21世紀は女

性の世紀と言われていますとおり、子育て支援体

制も図られつつある中で、女性のノウハウを生か

し、先行き混迷社会にあって、たくましく、賢く

生きていくための支援の意味で、女性起業家への

融資制度ができないものかお尋ねします。

(2) ミスマッチ対策。雇用のミスマッチとは、

雇用する側が求人を出す職種と雇用される側が希

望する職種がかみ合わないことを言います。厚労

省が昨年３月に発表した官民職業情報検討委員会

の報告書では、求職者の求める情報と企業側の求

人情報のずれを指摘しています。職業紹介機関や

求人情報誌は、給与や勤務地などの労働条件や職

務内容が主であります。ところが、求職者が必要

とする重要情報のうち、入手が困難であると感じ

ている情報が実は仕事の内容であることが、同委

員会の調査で明らかになっています。求人側は、

経験や資格、希望する給与や勤務地はもちろん、

本人の価値観、好奇心、素養などの詳細な個人情

報にも強い関心を寄せている。しかし、こうした

情報は言葉や文字で表現しにくい。本当に自分の

適した仕事なのかわからない求職者と、本当に必

要な人材なのか判断に悩む求人側、さらに両者と

も政府や自治体の雇用政策についての詳しい知識

や正しい認識を欠いているのではないでしょうか。

そこに行政も入り、三者の間に立って、行政の施

策の説明や職業訓練も含めた適切なアドバイスを

する専門家、それがキャリアカウンセラーであり

ますが、それについては、2001年度第１次補正予

算で約100人を配置。さらに2002年度に１万人の

予算が確保されていますが、坂口厚生労働大臣は、

「５万人になれば１人で30人受け持つと年間150万

人のお世話ができる計算になり、現在の失業者の

半数近くになる」と強く訴えています。

公明党は一昨年、緊急雇用対策で、キャリアカ

ウンセラー資格制度の創設を提唱したのを初めキャ

リアカウンセラーの必要性を主張し、その拡充に

取り組んでまいりました。

そこで、お尋ねいたします。本市としましても、

雇用対策に向けては、特別委員会も立ち上げ、真

剣に論議しながら、理事者の皆さんも先頭に立っ

て頑張っていただいていますが、高失業率の今の

とき、さらに重層的にきめ細かい就職の促進策が

必要であります。県と連携を取り、早急にキャリ

アカウンセラーの体制をつくるべきと考えますが、

いかがか。

３. 福祉医療行政について。

世界に類例のないスピードで少子・高齢化が進

んでいます。今こそ、将来にわたって豊かで元気

な社会を維持するために、官民一体となり、子育

ての支援体制の構築に向け、万全の体制で取り組

むべきではないでしょうか。平成14年度国の予算

は、子育て学習の全国展開４億2,200万円、子育

て支援ネットワークの充実に５億5,500万円、保

育所の待機児童ゼロ作戦の推進に298億600万円、

これは保育所受け入れ児童数を約５万人ふやす。

特に、需要の多い低年齢児（ゼロ歳から２歳児）

の増を図る。認可外保育施設の認可化の促進など

など、新規拡充にこれでもかというほど、まだ盛

り込まれています。

本市の待機児童数は352名、11年度に予算がお

りた特例交付金はいかにとお聞きしたいくらいで

す。子どもを安心して産み育てられる環境づくり

に全力で取り組まなければなりません。

そこで、以下５点お尋ねいたします。

(1) ブックスタート事業の早期創設。このこと

は、一昨年の12月議会での読み聞かせ運動、昨年

の代表質問でも強く訴えてまいりました。21世紀、

今こそ日本人の心を育てるブックスタートの重要

性が叫ばれています。私たち公明党も、本の読み
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聞かせを通して情操豊かな子どもに育ってもらい

たいと、昨年来、各県で読書運動への取り組みを

行ってまいりました。おかげさまで、全国にこの

運動が着実に広がっています。そして、この読書

運動をさらに推進させる法律、子ども読書活動推

進法が昨年12月５日に成立いたしました。昨年、

長崎県知事に対しまして、県下の若いお母さん、

ヤングママが中心になって、ブックスタート事業

の推進を陳情いたしました。その結果、その必要

性を認め、本年４月１日より、県としてもブック

スタートを推進していくとの力強い応援を得まし

た。希望する市町村には助成を行うので、大いに

推進してもらいたいとの回答でした。今、全国的

にこの運動は国民的運動に発展しつつあります。

そこで、本市において早期実施が望まれるブッ

クスタート事業について、市長はどのように考え

ておられるのか、市長のご所見を賜りたい。

(2) 子育て支援ネットワークの充実について。

子育てやしつけに関する悩みや不安を持つ親に対

して、気軽に相談に乗ったり、きめ細かなアドバ

イス等を行う子育て経験者等の子育てサポーター

の拡充を図るとともに、子育てサポーターへの助

言や親へのカウンセリングを行う臨床心理士等の

家庭教育アドバイザーを新たに市町村に配置しま

す。

子育て学習の展開、保育所待機児童ゼロ作戦の

推進、小児救急医療の現状と今後の問題点につい

て。以上、お尋ねいたします。

４．教育・文化行政について。

学校内外でのボランティアや体験活動の充実。

先日３月２日、長崎女子商業高等学校の卒業式に

出席させていただきました。その１日前、３月１

日は、長崎市立商業高等学校でした。両校、それ

ぞれ感動的な厳粛な式典でございました。その中

で、ボランティア活動30年の伝統ある歴史を持つ

長崎女子商業高等学校の答辞を読まれた生徒さん

の言葉が印象的でした。「伝統あるボランティア

を通して、社会の一役を担ったという誇り、充実

感、そして卒業してからも社会の一員としての大

きな支えになっていくと思います」と、堂々とあ

いさつがありました。私は、このすばらしい貴重

な体験が一人の人生を大きく変え、ひいては一人

にとどまらず、周りをも変えていくのだというこ

とを実感いたしました。

そこで、お尋ねいたします。長崎市立小中学校

でのボランティア活動、体験活動の現況と今後の

取り組みについてお聞かせください。

(2) 学校での文化芸術振興策についての本市の

取り組み。本題につきましては、前に一般質問で

取り上げましたが、文化芸術振興基本法を踏まえ、

運用のあり方が具体的な課題になっている上、少

ない予算の中で、どのような工夫がなされ、児童

生徒たちに本物に触れさせる努力をされているの

か、今後の計画を含め、お示しください。

(3) 幼稚園及び学校における環境教育について。

ごみ袋の指定・有料化がスタートしました。長崎

市も事実上のごみゼロに向け、家族ぐるみで、学

校で、幼稚園・保育園で、職場で、地域でと、自

分が出したごみとにらめっこしながらも、これで

ごみが減っていくのだなと期待をしながら奮闘中

です。ドイツのように、幼児のときからの環境教

育が重要だと考えますが、現在、教育の現場で、

具体的にどのようなことをされているのか、お聞

かせください。

５. 観光行政について。

(1) ことしは、日中国交正常化30周年の年に当

たり、本市においては、アジア都市間交流事業を

初め記念すべき年に、有意義な文化と人との交流

を深めるとともに、観光客誘致を推進すると施政

方針に打ち出しています。長崎県の観光は、所得

の低迷や海外旅行の割安化によって頭打ちの状態

になっています。しかし、世界的な観光市場は急

速に広がりを見せており、特に、東アジアは所得

の増加から最も成長が見込まれています。

こうした中で、日本の観光を見ると、観光支出

は世界３位である一方、観光収入は31位と極めて

少額にとどまっており、今後、観光客を受け入れ

る余地が大きい。地理的、歴史的に東アジアと緊

密な長崎は、工夫次第では、東アジアからの観光

で再び活性化する可能性を持っていると言われて

います。

以上を踏まえ、お尋ねします。夜景を効果的に

演出する武器として、長崎市のすべての水銀灯の

街灯をナトリウム光に整備するお考えはないか。

市内の散策コースをわかりやすくするために、

カラーライン化するお考えはないか。
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三菱重工の協力をいただいて、体験型アミュー

ズメントの創設と２隻の豪華客船を修学旅行の見

学に利用できないものかどうか。

大浦グラバー地区の未処理ごみ、違法看板など

観光に大きなイメージダウンをしております。

以上、お考えをお聞かせください。

６. 環境行政について。

市役所におけるＩＳＯ14001認証取得の状況。

前日の松尾議員と重複しますので、省きますが、

さらに、家庭の中でも家庭版環境ＩＳＯに取り組

む地域もふえてきているようです。これは家庭で

も準じた取り組みで、それぞれの各自治体で異なっ

ているそうですが、日常生活で比較的簡単に実行

できるチャレンジメニューの中から10程度の項目

を決め、家族全員で一定期間挑戦できます。実践

できた家庭は、それぞれの自治体から環境ファミ

リーに認定されます。参加希望者は、用意されて

いる冊子を参考に、チャレンジ宣言を提出。家族

の役割分担、実践項目などを決め、約半年間実践

します。その間、項目の達成度、電気や水道、ガ

スなどの使用量など自分たちでチェックし、どれ

くらいの効果があったかを数量的にも調査し、最

終的に提出しますとのことです。これは神奈川県

平塚市の例です。私は、これはおもしろいと思い

ました。みんな実践できるのではないでしょうか。

本市も取り組むお考えはないか、お尋ねいたしま

す。

(2) ごみゼロ社会に向けての市民参加型取り組

み。本市も本年２月から、ごみ袋の指定・有料化

がスタートしました。私の地域におきましても、

環境部の皆さんにおいでていただき、懇談会を持

ち、いろいろな意見が出ていましたが、結局、ご

みを出さないように努力しようという結論。しか

し、社会全体で取り組むときが、いよいよ到来。

ごみゼロ社会を目指し徹底した市民全体での運動

を展開する必要があると思いますが、いかがか。

(3) 地球温暖化防止策。長崎市は、安らぎと潤

いのある環境都市を目指し、ながさき環境都市宣

言を行いました。単なる宣言として集約するだけ

でなく、市民レベルで実効性のある持続可能な運

動にしていくことが大切と考えます。現在の本市

の取り組みと環境家計簿、これは先ほどの家庭版

環境ＩＳＯとダブりますが、それにアイドリング

ストップ等、市民が取り組みやすい啓発事業を推

進すべきと考えますが、ご所見をお聞かせくださ

い。

(4) ダイオキシン類対策。猛毒とされるダイオ

キシン対策については、環境基本計画に基づいて

環境基準の達成・維持に努める必要がある。その

ためには、ダイオキシン類対策特別措置法に基づ

き環境の常時監視を行い、汚染状況を把握し、さ

らに廃棄物施設等の特定施設については、すべて

の施設に立ち入り調査を実施し、ダイオキシンの

結果を把握し、市民に知らせる義務がある。今後

の対応については、平成14年12月から現在より厳

しくなる規制基準に適合するように、事業者に対

する指導を行う必要があると考えます。市の廃棄

物施設について、東工場、西工場及び最終処分場

については、どのような対策を行っているのか。

また、廃棄物処理施設のダイオキシン類濃度は、

どのようになっているのか、市民の皆さんが安心

して暮らせるよう明確にお示しください。

７. 男女共同参画推進について。

(1) 条例の制定。本年度は、女性センター・ア

マランスが開設して10周年を迎えますが、この記

念すべき年に条例の制定を期待いたします。市長

のご決意をお伺いします。

(2) 男性の生活感などの意識調査のための検討

委員会の設置。男性の家庭・地域活動参加の促進

を図るモデル事業を開始するための検討委員会の

設置についてお尋ねします。

８. 住宅行政について。

21世紀２年目、健康で文化的な生活を営むに足

りる住宅をと願う気持ちでいっぱいです。公営住

宅公募のときになるたびに、皆さんどうだったの

かと心配するのは私一人ではないかと思います。

市民の方から毎回のように、「結婚するんですが

市営住宅が当たるかどうか」「年をとって不安で

娘のそばに」、また、留学生が住んでる古くて狭

いアパート、どれをとっても胸が痛くなります。

平成14年度国の予算は、バリアフリー及び高齢者、

低所得者、障害者に配慮した住宅施策が網羅され

ています。

端的にお尋ねいたします。公営住宅のバリアフ

リー化及び高齢者、低所得者、少子化対策として

の新婚向け住宅、留学生支援のための供給促進に
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ついてお答えください。

９. 道路行政について。

(1) 本市のバリアフリー基本構想の策定状況と

促進。交通バリアフリー法が平成12年11月施行さ

れて以来、基本構想の策定促進に向け、取り組む

計画のようですが、平成14年１月30日現在、５市

町村が基本構想を策定済みと聞いておりますが、

その進捗状況等をお示しください。

(2) 電線類地中化の推進。本事業の推進につい

ては、平成15年までの計画、また、17年度までの

計画が予算化されていますが、歩道空間に電柱な

どバリアの多いところを優先し、道路行政の中で

緑化推進等と連携を取りながらペースアップでき

ないのか。国は、バリアフリーの推進の中で積極

的にと訴えておりましたが、いかがなものか、お

尋ねいたします。

最後に、10．動物愛護センターの設置について。

この問題を取り上げましたのは、一昨年より、

地域の方から「近所に犬をたくさん買っている方

からの被害を受け、大変困っている」と切実なお

悩みをお聞きし、その問題がただごとではなく、

動物管理センター、警察、学校と解決に向け走り

ましたが、難しい問題でしたが、一応おさまって

いるようです。多数の犬を管理センターで預かる

ことを条件に、一応、おさまりましたが、まだま

だ問題はいろいろあるようです。

しかし、預かった犬の中で、１頭だけ聴導犬に

なっているそうです。それもまたびっくりいたし

ました。その上に、動物管理センターが暗いのに

も驚きました。犬もですが、職員の皆さんもかわ

いそうに思えてなりません。動物管理センターの

名前も改めるときにきているのではないでしょう

か。飼養管理面の規制・指導を主体としたものか

ら、低年齢層を含む多くの市民を対象として、動

物との触れ合いを通じての動物愛護の普及や犬や

猫の正しい飼い方、人畜共通感染症の調査等を行

う行政機関としては、機能を果たしていないと思

うのですが、センターの名前も含めた動物愛護セ

ンターの設置ができないものか。また、市民の要

望としてあぐりの丘、また、稲佐山公園に動物ラ

ンドができないものか、お考えをお聞かせくださ

い。

以上、本壇からの質問といたします。

＝（降壇）＝

○副議長（江口 健君） 市長。

〔伊藤一長君登壇〕

○市長 (伊藤一長君) 公明党を代表される飛田典

子議員の代表質問にお答えをいたします。

まず、第１点目の行財政改革の推進につきまし

てでございますが、政策評価システム及びバラン

スシート手法の導入の成果についてお答えをいた

します。

本格的な地方分権の進展に伴い、地方自治体の

自治責任が増大をしております。そのために、市

政運営のあり方は、都市環境と市民生活の質の向

上にどれだけの成果を上げているかによって評価

をされ、その成果を市民に説明する責任を負って

いるものと考えられます。

また、行政に対する市民ニーズも複雑多様化し

ておりまして、財政状況が一段と深刻化する中で、

限られた行政資源、いわゆるヒト・モノ・カネの

投入を政策目標に沿って、より適正かつ効率的に

行う必要に迫られています。

このような社会環境の変化に対応するために、

近年、経営的な視点を持った市政運営の必要性に

つきまして、広く議論されているところでありま

して、その手法として、政策評価、バランスシー

トが有効とされているところであります。

そこで、長崎市におきましても、これらを踏ま

え、政策・施策・事務事業について、数値化され

た客観的な評価指標をそれぞれのレベルごとに設

定をし、一定の方法と手順で評価することができ

る事務事業評価等のシステムのあり方を構築した

ところであります。これに基づきまして、本年の

４月から市政運営の基本システムといたしまして、

政策評価システムを段階的に導入し、事務事業等

の目的あるいは成果に着目し、職員自身による自

己診断の徹底を初めとして市民満足度という観点

から客観的に検証・評価を行うことにより、より

効率的で質の高い行政、市民にわかりやすい行政

の実現を目指してまいります。また、事務事業の

必要性、効率性、有効性、優先性などの観点から、

総合的な評価を行い、あれもこれもではなくて、

あれかこれかの判断材料を提供するこの評価シス

テムによって、事務事業の見直し、あるいは改善

を図ってまいります。
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バランスシートにつきましては、財政構造改革

プランの一環として、市民に本市の資産等の状況

を明らかにするとともに、職員のコスト意識の向

上あるいは将来にわたる健全な財政運営に資する

ため、昨年作成をし、公表したところであります

が、税金等の投入などにより整備された資産の構

成、あるいは将来返済しなければならない負債と

返済を要しない正味資産との比率等のストックに

関する情報の把握が可能になるものと考えており

ます。

すなわち、バランスシートにおける資産は、将

来にわたり公共サービスを提供することができる

価値であり、資産から将来返済すべき債務を差し

引いた正味資産は、後世代に引き継ぐ公有財産の

実質的価値を示すものでありますので、正味資産

が大きいほど後世代の受けるサービスが大きく、

小さければ後世代の受けるサービスが小さいこと

を、正味資産がマイナスであれば後世代にマイナ

ス資産が受け継がれることを示すことになるわけ

であります。

このほか、有形固定資産の行政目的別割合を見

ることによりまして、行政分野ごとの資産形成の

比重の把握が可能となり、今後の資産整備の方向

性の検討材料とすることができるとともに、バラ

ンスシートの各項目の数字を住民１人当たりで算

出することにより、他都市との比較などにも役立

てることができるものと考えております。

しかしながら、バランスシートのみでは人的サー

ビスや給付サービスなど、資産形成につながらな

い行政サービスを明らかにできないために、行政

が提供する資産形成以外のすべてのサービスのコ

ストと、それを賄うための税負担、受益者負担な

どを明らかにする行政コスト計算書をこのほど作

成したところであります。

これらの企業会計的方式と事業別予算や事務事

業評価等を総合的に勘案することにより、既存事

業の見直し・評価をより的確に行うことができる

のではないかというふうに考えているところであ

ります。

飛田議員ご指摘の政策評価システム及びバラン

スシートの手法を導入することは、職員みずから

が、もう一度仕事の目的を問い直すとともに、市

民本位の仕事のあり方に対する姿勢を徹底するも

のであります。また、職員のコスト意識も高まる

ものというふうに考えているところであります。

いずれにいたしましても、政策評価システム及

びバランスシートなどの手法につきましては、ま

だ導入したばかりではありますが、今後とも試行

錯誤を重ねまして、その精度をさらに高めながら

有効活用を図ってまいらなければならないという

ふうに考えているところでございます。

次に、平成17年度を目標に世界最高水準のＩＴ

先進国の実現を目指すとされる国の「ｅ－Ｊａｐａｎ

重点計画」におきましては、５つの基本方針の一

つといたしまして、電子政府・電子自治体の実現

がうたわれております。特に、国の行政機関にお

ける申請手続きなどにつきましては、平成15年度

中にその大部分を電子化するとの方針が示されて

いるところであります。しかしながら、地方自治

体の手続きの電子化を実現するシステムの整備に

つきましては、なお、全国的な統一仕様などを策

定する作業の途上にあっておりまして、その具体

的な姿が示されるに至っておりません。導入効果

などの数字的な積み上げを見通すまでには、残念

ながら及んでおりません。

なお、総合行政ネットワークにつきましては、

平成15年度までを目標として全国の自治体に接続

が要請されており、この完成により、国、自治体

の間で電子的な形態での文書や情報の相互交換が

実現されるわけであります。今回、平成14年度か

ら２カ年をかけまして、電子自治体実現のための

基盤である庁内ＬＡＮの整備を行うための新年度

予算案のご審議をお願いすることといたしており

ますが、その後におきましても、文書管理システ

ムあるいは電子決裁、人事給与管理システム、電

子入札システムなど、庁内ＬＡＮを利用した行政

事務の電子化の進展により、ペーパーレス化の推

進や事務の効率化を図る所存でございます。

また、ＩＴ化は、単に行政事務を効率化させる

のみならず、市民の皆様が窓口に直接出向かずし

て、電子申請、電子届出などといった各種のオン

ラインサービスを受けることを可能にするわけで

あります。インターネットを通しまして、時間や

場所の制約を受けずに各種行政サービスを受ける

ことができる利便性の向上こそは、ＩＴ化によっ

てもたらされる最も期待すべき果実ではなかろう
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かというふうに考えておるところでございます。

次に、ワークシェアリングの導入につきまして

お答えいたしたいと思います。

ワークシェアリングにつきましては、雇用情勢

が厳しい中で、雇用の維持・創出という観点から

社会的関心が高まっていると同時に、一方で、成

熟社会を迎える中で、多様な働き方を実現する手

法の一つとしても注目を浴びている新たな雇用の

制度であります。

現在、国におきましては、政・労・使が一体と

なって、我が国におけるワークシェアリングの導

入に向けての具体的な協議を始めることで合意を

したところでありますし、地方公共団体におきま

しても、地域における新たな雇用創出策として導

入が検討されているところであります。

本市におけるワークシェアリングの導入につき

ましては、現段階で具体的な施策として打ち出せ

る状況には至っておりませんが、ワークシェアリ

ングは、単に雇用の維持・創出という点において

有効であるだけではなく、議員ご指摘のとおり、

多様な働き方を目指す新たな雇用のあり方として

も検討の価値があるものというふうに考えておる

ところでございます。

昨日、松尾敬一議員からも同様の質問がござい

ました。したがいまして、本市におきましても、

今後、庁内に検討委員会を設置し、本市における

ワークシェアリングの導入に向けて検討を行うと

ともに、可能な職場におきましては、業務を選定

し、できるだけ早く一部試行を実施をしてみたい

というふうに考えているところでございます。

次に、外郭団体への委託の廃止と民間委託への

移行した場合の経済効果等につきましてお答えを

いたしたいと思います。

今日、地方公共団体におきましては、地方分権

時代に的確に対応するために、簡素で効率的な行

政体制の確立に向けて、さらなる行政改革の推進

が要請されているところであり、行政と大きなか

かわりを持つ外郭団体におきましても、組織機構

のスリム化あるいは定員の適正化、事務事業の見

直しといったことが重要な課題であるというふう

に考えております。

本市におきましても、厳しい財政状況の中、そ

の見直しにつきましては、平成６年12月に外郭団

体に対する基本方針を策定し、また、平成11年６

月には総務部長と財政部長の連名により関係部局

に通知をいたしまして、共通認識を持ちながら具

体的見直し策の検討を進めるよう求めてきたとこ

ろであります。

また、昨年の３月に策定いたしました行政改革

大綱及び財政構造改革プランにおきましても、外

郭団体の執行体制、事務事業の見直し、経営の総

合的評価の実施を掲げて積極的に取り組んでいく

ことといたしております。

このようなことから、昨年９月に、外郭団体を

所管する所属長による会議を開催いたしまして、

大綱等に掲げる視点を改めて示し、見直しを求め

るとともに、総務部と財政部による個別のヒアリ

ングを実施しながら、短期に取り組みが可能なも

のの検討、または中長期的視点から団体のあり方

の検討を進めたところであり、14年度に向けて見

直しが可能なものにつきましては、実施に移して

いくことといたしております。また、見直し策が

具体化されていないものにつきましても、今後と

も、積極的に検討するよう指示しているところで

あります。

これまでの主な具体的見直しといたしましてで

ありますが、株式会社長崎ファミリーリゾートの

解散、学校建設公社の都市整備公社への統合を進

めているほか、都市整備公社、土地開発公社の組

織のスリム化を図っております。また、長崎つき

まち株式会社では、経営方針を見直しての健全化

策を進めているほか、その他の団体においても、

健全化策の検討を行っているところであります。

議員ご指摘の事業委託のあり方についてであり

ますが、民間委託の基本的な考え方といたしまし

て、公共性・公益性など行政責任の確保等に十分

配慮する中で、民間に委託した方が経済的にすぐ

れている業務、民間に代替手段のある業務等につ

きましては、積極的かつ計画的に民間委託等の推

進を図ることにいたしております。

外郭団体におきましても、そのような観点から

見直す必要があると考えておりまして、公の施設

の管理委託先が公共団体や公共的団体などに限ら

れているなどの法的な制約や業務内容等の問題も

ありますが、事業委託の意義あるいは効果を再点

検をいたしまして、直営への振り戻しによる民間
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委託も含めた見直しが必要であると考えておりま

す。

なお、委託に振り替えた場合の経済効果につい

てでありますが、現在でも、各外郭団体では、部

分的には民間に再委託をしているものもあります

が、人件費などの管理費について、一定の経済効

果が発生するものと考えております。

次に、外郭団体への負担金・補助金等の見直し

についてでありますが、団体の自主性を尊重しな

がら、必要最小限の予算を計上しておりますが、

団体の運営、長期見通しの検証を行う中で、平成

14年度予算においては、長崎市社会福祉協議会へ

の負担金について、一定見直しを行ったところで

あります。

今後、財政構造改革プランの方針に基づきまし

て、将来に向けた団体のあるべき姿を検討しなが

ら、経営の効率化、活性化に向けた取り組みを進

めてまいりますが、特に、負担金・補助金につき

ましては、新たに導入いたします政策評価システ

ムによる検証・評価も視野に入れながら、さらに

見直しを進めてまいりたいというふうに考えてお

るところでございます。

次に、福祉医療行政のブックスタート事業につ

いてお答えをいたします。

この事業は、乳児を持つ親に対しまして、ブッ

クスタートパックと呼ばれる赤ちゃん向け絵本、

親向けガイドブックなどをセットにしたものを無

料で配布するとともに、絵本の読み聞かせを通し

て親子の絆を深めていくことを目的とした事業で

あります。現在のところ、全国で35カ所の市町村

で実施されているところであります。

事業の実施方法といたしましては、図書館と保

健センター等が連携を図りながら、乳児健診時等

に、図書館司書、保健士、読み聞かせボランティ

ア等の協力を得て実施されております。このブッ

クスタート事業は、幼少期からの早い時期に良書

に出会うことは、その人にとって思いやりの気持

ちや感動する豊かな心をはぐくむ礎として人間形

成に重要な意味を持ち、また、親と子との良好な

絆づくりも考えられます。

長崎市といたしましては、関係部局との連携を

図りながら、中核市等の状況も調査をし、この事

業が実施できないか、研究してまいりたいと考え

ているところでございます。

次に、男女共同参画推進に関する条例の制定に

ついてお答えをいたしたいと思います。

平成11年６月23日に公布・施行されました男女

共同参画社会基本法には、国・地方公共団体及び

国民の責務を明らかにして、職域、学校、地域、

家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女

共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進す

ると明記されております。これを受けまして、各

自治体では男女共同参画社会の形成を促進するた

めの個別的な内容と地域の特性を取り入れた条例

の制定に向けた取り組みがなされております。平

成13年８月の国の調査によりますと、13都道府県、

２政令都市、15市町村において制定されておりま

して、本年度中には都道府県レベルで74.5％が制

定される状況であります。また、長崎県におきま

しては、平成14年４月施行に向けまして、３月議

会に所管の議案を上程されているようであります。

この件につきましては、飛田議員さんもご存じ

のように、平成11年の12月議会に高瀬 子議員さ

んから実は質問があっております。また、飛田議

員さんもそうでありますけれども、高瀬議員さん

を中心にいたしまして、46人の市議会議員さんの

中で５人の女性の議員さん方がいらっしゃいます。

昨年の12月末でございましたか、５人の議員さん

方がおそろいになりまして、この条例の制定に向

けまして、熱い、強い要望があっていることも私

も十分に承っております。

そういうことを含めまして、先ほど飛田議員さ

んも壇上で申し上げましたように、女性センター

のアマランスが開設10周年をことし迎えることに

なるわけでございまして、そういうことも含めな

がら、また、長崎市は、男女共同参画都市宣言を

いち早く行っております。また、各種審議会等の

いわゆる女性の参加も30％を既に県内トップで切っ

ております。そういうことも含めまして、９月の

議会に関係条例の制定の議案を出させていただく

という形で、ただいま準備をしているところでご

ざいますので、ひとつよろしくお願いさせていた

だきたいというふうに思います。

次に、男性の生活感等の意識調査のための検討

委員会の設置についてでございますが、意識調査

の必要性につきましては、平成13年３月に策定い

平成14年第２回定例会・第３号（３月８日）

― 217 ―



たしました長崎市男女共同参画計画の中で、男女

共同参画社会づくりに向けた意識改革を主要課題

といたしまして掲げ、意識調査の必要性を明記し

ております。男女共同参画社会には、男女がとも

に理解し合いながら築いていく社会であるとの認

識のもとに、市民意識調査を実施するに際しまし

ては、男性の意識を把握するための内容も考慮し

ていく必要があると思います。

また、調査を効果的に実施していくためには、

広く専門の識見者等の意見を聴取させていただき

ながら、男女を問わず広く対象者を抽出させてい

ただきまして、実施する方向で進めているところ

でございます。

以上、私の本壇よりの答弁といたしたいと思い

ます。

なお、他の項目はたくさんございますが、それ

ぞれ所管の方から自席より答弁いたしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

＝（降壇）＝

○総務部長 (岡田愼二君) ご質問の第１点目、行

財政改革の推進についての第５番目の市民サービ

スの向上についてでございますが、市民サービス

の向上という形では、これまでも、その点検、改

善に積極的に取り組んでおりますが、特に、昨年

12月からは、全庁的に窓口サービスの総点検を実

施いたしまして、新たに89項目の改善点が示され

たところでございます。それからまた、接遇研修

にも、従来から積極的に取り組んでおりますが、

さらに努力をしてまいりたいと考えております。

そこで、ご指摘の職員の窓口におけるスリッパ

履きの問題でございますけれども、これまでは職

員に、それぞれその良識に基づいて対応させてい

るところでございますが、確かに、いろいろなご

指摘がこれまでもあってございます。そこで、今

後につきましては、不快感を与えないような形が

必要だという考え方もありますし、そういうこと

で、スリッパ履きにつきましては、今後、指導を

してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○商工部長 (石崎喜仁君) 第２点目の産業の活性

化及び雇用創出。(1) 女性起業家に対する支援に

ついてお答えいたします。

本市における起業化支援としましては、中小企

業への融資制度として、事業経験のある方へ融資

する中小企業開業資金及び事業経験のない方であっ

ても融資可能な中小企業創業資金があります。こ

れらの制度は、いずれも女性、男性を問わず、一

定の条件を満たせば低利で資金調達が可能な制度

となっており、起業化の促進として有効な施策で

あると考えております。

また、本市商工部に金融相談員を配置しており、

事業を起こされたい方などに対し、融資面から事

業計画作成の助言等、個々のケースに応じたきめ

細やかな支援を行っております。そのほか、起業

家の支援といたしましては、本市女性センターに

おきまして、中小企業診断士や女性で起業家とし

て成功された方を講師としてお招きし、起業家支

援セミナーを開催しておりますが、受講者の多く

が女性の方であります。また、昨年10月に開設し

ました長崎市ベンチャー企業支援センターにも女

性起業家が入居しており、本市コーディネーター

による支援を受けながら事業の拡大に向けて尽力

されております。

そのほか、長崎商工会議所による新規開業セミ

ナーや創業塾、長崎県産業振興財団による長崎起

業家大学などが開催され、起業家として必要なノ

ウハウ取得への支援が行われるとともに、これら

の創業支援策をまとめたガイドブックが長崎県か

ら発刊され、多くの起業家に活用されております。

本市といたしましては、基本的に企業社会では、

だれもが同じ条件で競争することが要求されます

ので、分け隔てのない支援を心がけておりますが、

企業家を志す人が不当に女性という理由で不利益

を受けることのないように十分配慮し、各種支援

団体と連携しながら支援を行ってまいりたいと思っ

ております。

第２点目のミスマッチ対策についてお答えいた

します。国においては、昨年９月に出された総合

雇用対策において、雇用のミスマッチ解消に向け

ての求人・求職者間における能力のミスマッチを

解消するため、企業主導の能力開発に加え、個人

が主体的に能力開発を行うことにより、柔軟で質

の高い技術と能力を有する労働者を育成するため、

ハローワーク等にキャリア・カウンセラーを配置

することとしており、今後５年間で５万人程度の

キャリア・カウンセラーの養成を目指すとされて
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おります。平成13年度では、全国で約1,000人の

キャリア・カウンセラーを都道府県やハローワー

クに配置する計画で、現在、ハローワーク長崎に

おいては、キャリア形成支援コーナーを設置し、

２名が配置され、求人・求職者間における能力の

ミスマッチなどの解消を図るため、求職者が期待

する職業訓練が受けられるようなきめ細かな職業

相談を実施しております。

また、近年、卒業して就職後、短期間で離職す

る若年者がふえる中、学生・生徒が企業等におい

て、実習・研修的な就職体験を行い、主体的な職

業選択の能力や高い就職意識の育成を図るインター

ンシップに対する関心が急速に高まっております。

このようなことから、長崎においても、労働局

においては関係機関と連携して、高校生向けに３

日から５日間の短期の就業体験であるジュニア・

インターンシップ制度を推進しております。さら

に、大学生につきましても、長崎商工会議所が中

心となり設立し、本市も参画しております長崎イ

ンターンシップ推進会において、主に夏休みの時

期に２週間程度のインターンシップを実施してお

ります。

本市といたしましては、このようなミスマッチ

解消に向けた国の施策の動向等を見極めていくと

ともに、インターンシップが緒についたばかりで

すので、その普及、啓発に努めながら、関係機関

と連携してインターンシップなどミスマッチ解消

に向けた事業を推進し、雇用環境の改善に努めて

まいる所存でございます。

以上でございます。

○福祉保健部長 (高谷洋一君) ３番目の福祉医療

行政の中の(2) 子育て支援ネットワークの充実に

ついてお答えいたします。

近年の核家族化、都市化の進展に伴い、世代間

や地域社会から育児知識を継承する機会が減少し

てきている反面、マスメディアから多くの情報が

流されており、情報の選択が難しい状況の中で、

育児に対する不安が増加しております。

このような育児に関する不安感を避けるため、

長崎市子育て支援計画の基本目標の一つである家

庭における子育ての支援体制づくりの施策として、

地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るた

め、地域子育て支援センター事業を平成５年度に

市北部の保育所１カ所を指定し、委託事業として

開始し、平成８年度には、市南部の保育所を加え、

専任の保育士を配置するなどして、現在２カ所で

実施しているところでございます。

事業の内容としましては、子育て家庭の親子が

保育所に来て、保育所の同年齢の児童との交流を

図る保育所の開放事業や各地域の体育館、児童館、

公民館等で実施する子育てに関する助言・指導及

び親子で遊ぼう事業を行っております。本事業に

は、子育ての悩みを抱える多くの親子が交流の場

として参加しております。

そのほか、各地域の集会所等を利用し、子育て

セミナー、文化活動、指導者養成講座等を実施し

ているところでございます。実施場所、期日等の

周知につきましては、各保育所の窓口や広報なが

さきの利用はもちろんのこと、子育て情報誌の発

行や新聞の折り込みを利用するとともに、公民館

の窓口や小児科医院・銀行等の窓口も利用させて

もらっております。平成14年度は、さらに子育て

家庭の支援活動の充実を図るため、新たに市東部

の保育所１カ所を指定し、子育て支援センター事

業の拡充を図る予定でございます。

いずれにいたしましても、社会全体で子育てに

取り組まなければならない昨今、議員ご指摘の子

育て支援ネットワークの形成はまだまだできてお

りませんけれども、この件につきましても、今後、

研究させていただきたいと思っております。

次に、(3) の子育て学習の展開についてでござ

いますが、本市では、中央及び北の両保健センター

並びに公民館等で各種事業を展開しているところ

でございます。まず、妊婦に対しまして、安全な

妊娠出産と育児のための知識を学ぶためにマタニ

ティ教室を、さらに父親の育児参加を促す目的で、

両親学級を開催しております。

出産後におきましては、２カ月児を持つ保護者

を対象に、乳児の接し方を学んでもらう目的で、

２カ月児育児学級を、生後６カ月児を持つ保護者

を対象に離乳食の進め方や歯科のブラッシングの

方法を中心に、６カ月児育児学級を開催しており

ます。さらに離乳食のつくり方の実演や試食を内

容とした離乳食教室も開催しています。また、生

後７カ月から１歳６カ月までを対象に、母子にとっ

て無理のない乳離れが行えるよう卒乳教室を開催
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しております。幼児期におきましては、育ち方、

遊び方、発達の仕方など実際に親子で遊びながら

学ぶお遊び教室も開催しております。

子どもの病気や事故の防止の啓発につきまして

は、講話と同時に救急救命の方法について実習も

行っております。また、子どもの肥満を初めとす

る生活習慣病の予防を目的とした集まれちびっこ

健康教室では、幼児の食生活、運動、歯の健康な

どについて、親子で楽しんで学べる教室を開催し

ております。さらに、歯科保健の意識の向上を目

的とした虫歯予防のワンポイントレッスンを幼児

期から小学校低学年の親子を対象に開催しており

ます。

子どものアレルギー性疾患についての学習とし

ましては、アトピー性皮膚炎、小児ぜんそく、食

物アレルギー等の学習会を開催しております。ま

た、育児不安の強い保護者を対象とした子育て井

戸端会議や双子を持つ親のためのツインズ子育て

教室も開催しております。

このように子どものライフステージに応じまし

ていろいろな教室を開催しておりますが、すべて

の教室で知識の伝達だけではなく、実習も取り入

れた教室を開催し、親同士のコミュニケーション

が進み、友達づくりの場となるように内容を工夫

しているところでございます。

今後とも、乳幼児の親に対しまして、必要に応

じた教室を開催し、子育て学習を積極的に展開し

ていきたいと考えております。

４番目の保育所待機児ゼロ作戦の推進でござい

ます。現在、本市には、市立保育所12カ所、民間

保育所54か所の計66の認可保育所がございます。

保育所待機児童数は、平成13年４月時点では337

人となっておりました。現在、平成14年２月にお

きましては、入所児童数では、４月以降に新たに

907人の入所を受け入れておりますが、まだ352名

の待機児童が点在している状況にあります。

保育所待機児童の解消につきましては、これま

でも少子化対策臨時特例交付金の活用による施設

の拡充を初め定員の弾力化により、その解消に努

めてきたところでございます。しかしながら、保

育所入所希望者の増加もあり、その解消が図られ

ていないことから、待機児童解消につきましては

重点課題と位置づけております。

国におきましても、平成16年度までに、その解

消を図ることとされているところであり、本市と

いたしましても、その解消に努めてまいりたいと

考えております。このため、既存保育所の規模の

拡大のための施設整備の促進、定員等の弾力的な

運用を行うとともに、幼稚園と保育所等の連携に

よる効率的活用を検討する協議会を立ち上げるな

どにより、保育所の定員増を図り、早急に待機児

童を解消を行いたいと考えているところでござい

ます。

ご質問の10番目、動物愛護センターの設置につ

いてお答えいたします。

近年、動物に対する考え方は、過去の愛玩動物

という概念から、生活をともにする伴侶動物とい

う考え方に変わってきております。さらに、動物

の保護及び管理に関する法律も平成11年12月に改

正され、名称も動物の愛護及び管理に関する法律

となり、所有者の責務についても強化されたとこ

ろでございます。

このような中で、本市は、動物の適正飼育に関

する相談に応じるとともに、子犬子猫の養子縁組

大会を開催したり、また、動物の愛護思想の普及

を目的として、長崎市獣医師会と協力しながら動

物愛護フェスタ等を開催しているところでござい

ます。傷ついた野生動物につきましては、長崎県

獣医師会が保護収容し、治療を施し、野に帰して

おるところでございます。

議員ご質問の動物愛護センターにつきましては、

適正な飼育を普及するとともに、動物を自由に遊

ばせ、また、子どもが動物と触れ合う場所を設け

たり、傷ついた野生動物の治療を行う等、広く市

民の方々が動物愛護の精神を養えるようにするた

めに、必要な施設であるということは認識してお

ります。

なお、施設の設置につきましては、将来的な目

標としていきたいと考えておりますが、現在の動

物管理センターを核としながら、今後とも、動物

愛護に対する普及、啓発に努めてまいりたいと思

います。

次に、稲佐山公園やあぐりの丘で犬をのびのび

と遊ばせるようなことができる場所を確保できな

いかとのご質問でございますが、まず、稲佐山公

園につきましては、現状では、その場所を確保す
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ることが困難であること、安全管理上の問題があ

ること、また、公園内におけるふんの後始末など

の飼い主のモラルに対する苦情が寄せられている

ことなどから、現時点においては設置することは

困難であると考えております。

あぐりの丘では、園内で飼育している牛、馬、

羊などの動物や一般の入園者への影響を考慮し、

安全管理上の問題から、現在、園内へのペットの

持ち込みを禁止しております。そこで、ご質問の

趣旨に沿った対応を現在の制約された条件の中で

行うためには、相当規模のスペースの確保や安全

さく等の施設整備を行う必要がありますが、現在

のあぐりの丘の土地利用の中では、恒常的にスペー

スを確保することは困難と思われます。

しかしながら、本市の地形的な制約を考慮しま

すと、愛犬家の皆様にとっては切実な要望でもあ

ると思われますので、今後、未着手の180ヘクター

ルの土地利用計画を検討していく中で、その可能

性について研究してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○病院管理部長（岡田正憲君） ３．福祉医療行政

についての(5) 小児救急医療の現状と今後の問題

点についてお答えいたします。

小児の急病は夜間に発生することが多く、また、

病気の発症時には重篤ではなくとも、それが重篤

な病気の始まりであることもあり、本来、小児疾

患の診療は24時間医療を原則とし、いつでも安心

して診療を受けられる体制づくりが必要であると

思っております。

まず、本市の救急医療体制の現状でございます

が、救急患者の症状の程度により１次救急医療、

２次救急医療、３次救急医療に分かれているわけ

でありますが、軽症の救急患者に対応する１次救

急医療体制につきましては、在宅当番医制の実施

や休日夜間急患診療所及び平日夜間急患診療所を

設置いたしております。

次に、入院や手術が必要となる救急患者に対応

する２次救急医療体制につきましては、病院群輪

番制により11の病院が南北の２グループに分かれ、

４日に１回の当番制で実施しており、さらに救急

医療協力病院として６病院が輪番制病院を補完し

ており、そして生命にかかわる重篤な救急患者に

対応する３次救急医療体制は、長崎大学医学部附

属病院がこれに当たっている状況でございます。

小児の救急医療体制につきましても、このシス

テムの中で実施されているところでございます。

次に、小児の救急医療を取り巻く課題でござい

ますが、小児の場合、軽症の急病がその大部分を

占めており、１次救急医療体制の整備が課題とさ

れておりましたが、本年４月１日より、現行の休

日夜間急患診療所と平日夜間急患診療所を一元化

し、夜間において１年365日の診療を行う夜間急

患センターを開設することとしており、より一層

の診療機能の充実が図られるものと思っておりま

す。

また、２次救急医療体制につきましては、輪番

制病院の当番日に小児科医が不在となる場合があ

るなどの問題もございますが、これにつきまして

は、小児科医のいる病院との連携を密にすること

などにより、今後とも対応したいと考えておりま

す。

このように、本市における小児救急医療体制は、

関係医療機関等のご協力により一定の整備が図ら

れておりますが、今後の小児医療を取り巻く厳し

い環境の中、少ない医療資源を有効に活用しなが

ら、小児の急病に安心できる体制づくりを目指し

てまいりたいと考えております。

以上でございます。

○教育長 (梁瀬忠男君) 教育・文化行政について

お答えいたします。

１点目の学校内外のボランティアや体験活動の

充実についてでございますが、現在、児童生徒を

取り巻く環境が急激に変化をし、それに伴って起

こる問題行動が増加の一途をたどっている中、児

童生徒及び青少年の社会性や豊かな人間性などを

はぐくむ観点から、社会体験や自然体験の大切さ

が学校教育及び社会教育の分野で叫ばれてきてお

ります。来年度から本格実施される新しい学習指

導要領でも、道徳教育や特別活動等におけるボラ

ンティア活動や自然体験活動などの体験活動の充

実が改訂の基本方針の中に盛り込まれております。

また、新しく導入される総合的な学習の時間でも、

その実施上の配慮事項として、自然体験やボラン

ティア体験を積極的に取り入れることが明記をさ

れております。

本市におきましても、これらの改訂を踏まえ、
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ボランティア活動などの体験活動を充実するため

に、さまざまな施策を行っておりますが、小中学

校におきましては、これまでも多くの学校で、道

徳の時間や特別活動の時間及び総合的な学習の時

間、さらに、その他の教育活動の時間の中で、ボ

ランティア活動などの体験活動が実践されてきて

おります。また、福祉教育の研究校を指定し、学

校教育におけるボランティア活動を含めた福祉体

験活動の充実に努めてきております。

また、中央青年の家におきましては、小中学生

ボランティア講座を開設し、車いす体験やアイマ

スク体験、また、清掃ボランティアや施設訪問な

どの体験活動を実施し、さらに、各公民館におい

ても、小学生ボランティア入門やすくすく学び塾

など児童生徒向けの体験型講座を数多く開設をし、

豊かな心をはぐくみ、社会参加活動へのきっかけ

の場となるよう推進を図っているところでござい

ます。

今後、教育委員会といたしましては、来年度か

らの新しい教育課程の実施に伴い、児童生徒が学

校内外で行うボランティア活動や体験活動を一層

推進するために、その支援を充実できるような整

備に努めるとともに、社会教育施設における児童

生徒のボランティア講座等の拡充や体験活動の充

実にも努めてまいる所存でございます。

次に、学校での文化芸術振興策についての本市

の取り組みと計画についてお答えいたします。

平成13年度は、市独自の事業として、箏体験教

室とスクールコンサートを実施いたしました。箏

体験教室は、国際文化協会の協力をいただき、２

つの中学校で実施をいたしました。また、スクー

ルコンサートは、小学校を対象に長崎交響楽団に

よる弦楽四重奏の演奏を３校で、長崎県オペラ協

会による声楽コンクールを２校で、児童、保護者、

地域の方々がともに鑑賞する中に実施をいたしま

した。ほかに、県教育委員会と長崎市主催の青少

年劇場、文化庁の芸術文化ふれあい教室の公演も

行ったところであります。また、文化庁の文化部

活動指導者派遣事業は、中学校の合唱部と吹奏楽

部に指導者を派遣することができました。

今後の計画についてでございますが、平成14年

度には、今年度実施の青少年劇場と文化庁の事業

も来年度の開催に向けて、現在、申請をしている

ところでございます。スクールコンサートにつき

ましては、文化振興課と十分に連携を図りながら、

より充実した方向で計画をしてまいりたいと考え

ております。また、国際文化協会の協力をいただ

き、伝統文化ワークショップ事業の計画も進めて

おります。

今後の学校における文化芸術活動につきまして

は、文化振興課とも十分連携を図りながら、より

多くの児童生徒が文化芸術に触れる機会を創出し

て、豊かな情操の涵養に努めてまいりたいと考え

ております。

次に、幼稚園及び学校における環境教育の現状

についてであります。

幼稚園及び学校の環境教育は、社会科、理科、

技術・家庭科や保健体育科を中心に各教科、道徳

等の特質に応じ、また、それらの関連を図りつつ、

環境問題や環境と人間とのかかわりに対する理解

を深めています。総合的な学習の時間においては、

特に、体験活動を伴った実践的な活動が行われて

おります。日常の学習活動の中で、例えば幼稚園

では、園内のごみ入れを燃やせるごみは赤色、燃

やせないごみは青色というように色分けをし、園

児にも簡単に分別できるようにしているところで

あります。小中学校におきましても、教室内のご

み入れを燃やせるごみと燃やせないごみに分別で

きるように設置をしております。また、給食等の

指導では、パンの袋、プリン等のカップ、プラス

チックのスプーンは燃やせないごみ、紙製や木製

のスプーンは燃やせるごみというふうに分別指導

を行っているところでございます。

このように、園児や児童生徒がいつも環境につ

いて意識を持てるように配慮しています。また、

小学校４年生では、市環境部の「わたしたちのく

らしとごみ」などの副読本を使ったり、社会科見

学のときに清掃工場の見学をしたりして、環境に

ついての学習を深めています。

本年度の総合的な学習の時間では、近くの川を

使った水生生物による水質調査を行ったり、ごみ

問題を扱ったりするなど、さまざまなテーマで多

くの小中学校が環境教育に取り組んでいるところ

であります。最近の動向として、教育界でも、環

境教育や環境問題についての取り組みが大きな教

育課題の一つであるとの認識が高まり、さまざま
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な取り組みがなされ、広がりつつあるのも周知の

とおりであります。

今後とも、園児や児童生徒が身の回りの自然や

環境を知り、守っていこうとする心をはぐくみ、

さらに環境保全に対しての意識を培っていきたい

と考えております。

以上でございます。

○観光部長 (三浦勝夫君） ５の観光行政、観光客

の増加対策についてお答えいたします。

まず、街灯のナトリウム灯への変更についてで

ございますが、本市におきましては、これまで長

崎歴史探訪路事業の路線の一部やグラバー園周辺

の南山手地区の一部、出島地区の一部など、市内

の各所にナトリウム灯を使用した街路灯を設置し

ております。

ナトリウム灯の光は水銀灯と異なりまして、黄

色光でございまして、エキゾチックな夜景を演出

するために適しているものと考えております。現

在のところ、一部地区での使用にとどまっており

ますが、街路灯という性格上、地元の方々の生活

に密着しておりまして、変更に際しましては、地

元住民の理解を得る必要がございます。また、国

道、県道に面する街路灯の変更は、管理者でござ

います国と県との調整が必要でございます。

いずれにいたしましても、美しい夜景は、本市

の大きな魅力でありますし、夜景の魅力アップの

ために、今後、ナトリウム灯に変更することにつ

いては、積極的に検討してまいりたいと考えてお

ります。

次に、散策コースのカラーライン化についてお

答えいたします。

本市におきましては、これまでハード面では、

長崎歴史探訪路事業といたしまして、歴史的環境

を有する市内３地区において、ルート化を図るた

め道路整備事業を実施しております。一方、ソフ

ト面では、観光客の方々がエリア単位で観光施設

を効率的に散策できるようエリアマップの作成や

案内板の設置などを行っております。また、観光

地周辺の商店やガソリンスタンドのご協力により

まして、市内83カ所に街かど観光案内所を設置い

たしまして、観光客の方々が安心して効率的な観

光ができるよう受け入れ態勢の整備に努めている

ところでございます。

議員ご提案の散策ルートのカラーライン化でご

ざいますが、観光客が安心して散策するために有

効な手法と考えております。しかしながら、道路

の整備計画や町並みの景観などの整合を図る必要

がありますので、今後、受け入れ態勢整備の一環

として研究してまいりたいと考えております。

次に、三菱重工業株式会社長崎造船所を新たな

観光素材とするため、体験型アミューズメントの

創設についてお答えいたします。

今後の観光振興のためには、本市の持つすべて

の魅力を掘り起こし活用していくことが必要不可

欠であると認識しております。

飛田議員のご提案につきましては、大変すばら

しいものでございますので、その実現の可能性に

ついて、今後、三菱重工業株式会社長崎造船所と

協議をさせていただきたいと考えております。

以上でございます。

○環境部長 (高橋文雄君) ５の観光行政のうち、

観光地周辺のごみ対策についてお答えをいたしま

す。

観光地のごみの収集についてでございますが、

本市におきましては、平成10年度から観光地であ

りますグラバー園周辺の南山手地区、平和公園周

辺の松山地区におきまして、ごみの早朝収集を実

施しております。平成12年度からは、これを広げ

まして、出島周辺、崇福寺通り、湊公園の３地区

についても、早朝収集の区域を拡大したところで

ございます。

また、観光地周辺に散乱しているごみにつきま

しては、道路清掃業務委託などにより回収を行っ

ている状況でございます。あわせて、本市による

パトロールを強化するなど、環境美化の一層の徹

底を図っております。

今後につきましても、観光部と連携を取りなが

ら、ごみ問題につきまして、的確な対応を行いま

して、ごみのない観光地長崎としてイメージアッ

プを図りたいというふうに考えております。

次に、６. 環境行政についてお答えをいたしま

す。

まず、１点目の家庭版ＩＳＯの取り組みについ

てでございますが、議員ご指摘のように、ＩＳＯ

14001認証取得をした自治体等におきましては、

その成果を広く市民の皆様にも広げ、市域全体と
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して環境に配慮する仕組みを考え、ご指摘のあり

ました平塚市や水俣市のように、家庭版ＩＳＯと

いわれるものを導入して成果を上げているという

ふうに聞いております。

長崎市におきましても、14年度中に全庁的にこ

の認証取得を目指しておりまして、取得後は、こ

のノウハウを生かしまして、家庭版ＩＳＯのよう

な地域にも配慮した地域全体の環境に取り組むた

めの環境家庭版ＩＳＯの導入を図りたいというふ

うに考えております。

次に、２点目でございますが、ごみゼロ社会に

向けての市民参加型取り組みについてお答えをい

たします。

２月より実施いたしましたごみ袋の指定・有料

化の大きな目的は、ごみ減量にございます。指定・

有料化を契機に、市民の方が行うごみ減量の努力

に関する支援を並行して行ってこそ、本当の意味

でのごみ減量がさらに進むものと考えております。

容器包装リサイクル法におきましても、消費者、

市町村、事業者の役割分担を定めておりまして、

それぞれの役割、責務が果たされなければ、ごみ

ゼロ社会、循環型社会の実現はなし得ないものと

存じております。

そこで、本市の今後の取り組みでありますが、

まず、地域コミュニティの中心であり、日ごろか

らごみ出し指導やステーション管理などを行って

おられます自治会は、今後の分別の変更や地域ぐ

るみの資源化活動の柱であります。私どもは、自

治会が行う勉強会やごみ処理施設見学会などの自

主的活動をさらに支援し、自治会を中心とした啓

発活動に努めてまいります。古紙の資源化に関し

ましては、自治会や子ども会などが行う集団回収

につきましても、これまで補助金による活動奨励

を行っておりましたが、さらに活動しやすい環境

づくりに努め、地域ぐるみでの資源化に対する意

識醸成や地域コミュニティの創造を支援してまい

りたいというふうに思っております。

また、生ごみの減量につきましては、家庭で行

う減量支援といたしまして、従来からコンポスト

容器を中心とする補助を行っておりましたが、電

動生ごみ処理機の普及に伴いまして、この補助枠

の拡大を行い、個々人での取り組みやすい環境づ

くりを図ります。また、小中学校での給食の余り、

残さにつきましても、し尿汚泥と剪定樹木を混合

いたしました堆肥化、グリーンコンポストを行っ

ておりまして、完成した肥料につきましては、学

校の花壇や街路樹での利用を行っております。こ

うした身近なところでの利用による環境教育や市

民への啓発に活用したいと存じております。

さらに、地域の事業者に対しましては、レジ袋

削減のためのマイバッグ運動への協力のお願いや

廃棄物減量推進店舗への積極的な協力を依頼して

いるところでございます。個々のお店単位でなく、

商店街単位での廃棄物減量への取り組みも今後は

推進していくべきものと考えております。国やメー

カーに対しましては、拡大生産者責任に基づく再

商品化の責任、減量化の努力を引き続き訴えてま

いりたいと存じます。

今後とも、市民がごみ減量化に取り組みやすい

環境づくりに努め、市民、事業者、行政が文字ど

おり三位一体となったごみゼロ社会の実現、循環

型社会の実現に向けて、さらに努力してまいりた

いと存じます。

次に、地球温暖化防止策についてお答えをいた

します。

まず、我が国の取り組み状況でございますが、

平成９年12月に開催されました地球温暖化防止京

都会議におきまして、その議定書が採択されたの

は周知のことでありますが、これを受けまして、

平成10年10月には、国内対策といたしまして、地

球温暖化対策推進法が制定されております。政府

は、現在、開会中の国会で京都議定書を批准する

ことを決定し、現行の地球温暖化対策推進大綱の

見直しや必要な国内制度の整備・構築のための準

備を本格化することを表明しておるところでござ

います。

一方、本市における取り組み状況につきまして

は、長崎市環境基本計画及び地球温暖化対策推進

法に基づきまして、省エネルギー、グリーン購入、

ごみの減量等の環境保全行動や地球温暖化対策と

いたしましての温室効果ガス排出量削減を行うと

ともに、市民・事業者を環境配慮に向けて先導い

たすために、昨年３月、長崎市役所環境保全率先

実行計画を策定し、施策の推進を図っておるとこ

ろでございます。

次に、環境家計簿などの市民がすぐに取り組め
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る事業の推進についてでございますが、環境家計

簿につきましては、省エネルギー行動が家計費の

節約につながることを数値で示すことによりまし

て、省エネルギーへの工夫を促進するものとして、

自治体や生活協同組合などで作成されております。

今後、本市におきましても、環境家計簿のモニ

ター制度の創設等を検討し、環境家計簿の意義や

効果など、その成果を踏まえまして、広く市民に

周知してまいりたいと考えておるところでござい

ます。

次に、自動車のアイドリングを禁止する条例の

制定でございますが、全国的にアイドリングストッ

プ運動が展開されておりまして、街頭キャンペー

ンや啓発ステッカーの配布などが行われておりま

す。また、一部の都市では、アイドリング禁止条

例が制定されております。

本市におきましては、アイドリングストップの

励行を市民、事業者及び市の職員に求めていると

ころでございます。毎年12月は、大気汚染防止月

間といたしまして、ポスター掲示や市の広報誌を

活用いたしまして、市民に呼びかけを行っており

ます。

今後の本市の取り組みといたしましては、本市

公用車には、すぐにステッカーを張ることといた

しまして、市民の皆様方に啓発をしていくことと

いたしております。

なお、アイドリング禁止条例につきましては、

制定を行っております先進事例、他都市の状況を

調査研究してまいりたいと考えております。

次に、ダイオキシン類対策についてお答えいた

します。

有害物質による汚染防止につきましては、本市

の環境基本計画におきまして施策目標として掲げ、

大気、水質、土壌に係る環境基準の達成・維持に

努めておるところでございます。

ダイオキシン類対策といたしましては、平成12

年１月に施行されましたダイオキシン類対策特別

措置法に基づきまして、市内の大気環境４カ所、

公共用水域６カ所、地下水３カ所及び土壌10カ所

で常時監視を実施しておりまして、すべての地点

で環境基準を満たしております。

ダイオキシン類濃度の測定につきましては、事

業者の責任において、専門の検査機関で検査を実

施しております。検査結果は、自主測定結果とし

て本市に報告がなされておりますが、すべての施

設におきまして、排出基準を満たしておるところ

でございます。

今後の対応につきましては、引き続き大気環境、

公共用水域、地下水及び土壌につきまして、常時

監視をこれまでどおり行いまして、ダイオキシン

類の汚染状況の実態把握に努めてまいります。ま

た、平成14年12月から、現在より厳しいダイオキ

シン類濃度基準及び焼却施設の構造基準が適用さ

れますので、引き続き事業所への立ち入り調査を

行いながら、改善などの指導を強化してまいりた

いと考えておるところでございます。

次に、本市の廃棄物処理施設でございますが、

東工場におきましては、平成14年12月からの排ガ

スの排出基準を、将来とも確実かつ安定的に満足

するために、また、可能な限りダイオキシン類の

排出を削減するために、平成13年度から排ガス処

理施設の改良工事を行っておるところでございま

す。

西工場におきましては、平成６年度から８年度

にかけまして改良工事を行い、既に排ガスの新し

い排出基準を安定的に満たしておるところでござ

います。

最終処分場におけますダイオキシン類対策とし

ましては、ばいじんへの薬剤の添加及び覆土を行

うことにより、飛散・流出防止を図っております。

これらの対策に加えまして、排ガス、灰、放流水、

周辺地下水及び作業環境のダイオキシン類測定を

定期的に行っておりまして、法基準をすべて満た

しておるところでございます。

以上でございます。

○都市建設部長 (諸岡克重君) 公営住宅について。

公営住宅のバリアフリー化及び高齢者、低所得者、

少子化対策としての新婚向け住宅、留学生支援の

ための供給促進についてお答えいたします。

初めに、公営住宅のバリアフリー化についてで

ございますが、平成３年度着工分からの新築団地

におきましては、室内の段差の解消を初めとして、

玄関、洗面所、浴室及び共用階段への手すりの取

り付け、外部のスロープ化を行ってまいりました。

一方、既存住宅のバリアフリー化につきまして

は、共用階段への手すり取り付けを平成８年度か
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ら行い、平成11年度までに建て替え工事に着手し

ている滑石団地を除く全団地に設置を完了いたし

ております。あわせて、既存住宅の内部のバリア

フリー化は、平成11年度から平成13年度までに35

戸を高齢者向け住戸改善事業として、補助事業に

て実施いたしております。現在までに、バリアフ

リー化された住宅は、車いす住宅も含め管理戸数

で約1,400戸、全体の約19％を占めております。

また、将来的な計画といたしましては、第三次総

合計画にも目標値として定めておりますとおり、

平成17年度までに2,020戸、平成22年度までに

3,800戸を整備し、今後、予測されている高齢者

の増加にかんがみ、新築、建て替え住宅はもちろ

んのこと、既存住宅も可能な限りバリアフリー化

を行おうと考えているところでございます。

次に、高齢者、低所得者への供給促進について

でございますが、高齢者につきましては、本市が

保有する市営住宅のストックを計画的かつ効率的

な改善や更新を行いながら、バリアフリー化を行

うことで、高齢者が安全で安心して住める住宅と

して整備を継続していきたいと考えております。

加えて、高齢者の居住安定を図る住宅供給促進

のために、高齢者の居住の安定確保に関する法律

が制定されたことから、官民役割分担の上で、高

齢者向けの住宅供給を推進しなければならないと

考えております。

一方、低所得者に対する対応といたしましては、

公営住宅の家賃は、入居者の収入と住宅の立地条

件、規模等の住宅から受ける便益に応じた応能応

益家賃となっておりますが、それでも収入が著し

く低額な方につきましては、家賃の減免措置を行

うなど、きめ細かい配慮を行っているところでご

ざいます。

次に、新婚世帯向け住宅の優先入居についてで

ございますが、まず、公営住宅は、公営住宅法に

より、住宅に困窮する低額所得者を対象に整備さ

れた公共のための住宅であり、広くかつ公平に住

民一般の利用に供せられるべき性質を有している

ことから、募集は公募が原則となっております。

ただし、特に住宅困窮度の高い心身障害者世帯、

母子世帯、老人世帯、多子世帯などにつきまして

は、社会福祉の観点から、一般の住宅困窮者に優

先して入居させるよう国から通達がなされており、

本市におきましては、公募に際し、このような世

帯については、一定の戸数を設定し優先入居に配

慮しているところでございます。

しかしながら、議員お尋ねの新婚世帯の優先入

居につきましては、国の通達に定めがないため、

少子化対策とはいえ、現在のところ困難でござい

ます。

次に、留学生用住宅の供給促進についてでござ

いますが、今年度に本市が行った留学生の居住状

況調査によりますと、長崎市及び近郊にある大学、

短期大学に通う留学生は339名となっており、そ

のうち市内に居住されている方は322名と全体の

約95％も占めております。市内居住者の内訳は、

留学生専用住宅に67名、公営住宅に13名、民間の

アパートや寮に222名、その他ホームステイや知

人宅などに20名となっており、民間のアパート等

に約69％が住んでいるという状況でございます。

現在でも、公営住宅の入居要件を満たせば、当然、

申し込みはできることとなっておりますが、単身

者が多い、応募倍率が高いなどの理由により、な

かなか入居できないのが現状のようでございます。

特に、民間借家は、家賃が高い、家主に断られる

ケースも多いなどと伺っております。

したがいまして、議員ご指摘のように、他都市

では、留学生用住宅を整備するために、民間活力

を導入した特定目的借上公共賃貸住宅制度という

国の補助制度を活用している自治体もございます

ので、今後、他都市の状況を見極めながら、先進

地の調査等を実施してまいりたいと考えておりま

す。

以上です。

○都市計画部長 (松本紘明君) 交通バリアフリー

基本構想の策定状況についてお答えをいたします。

平成12年11月に、お年寄りや体の不自由な方々

の公共交通機関を利用した移動の利便性、安全性

の向上を目的とした交通バリアフリー法が施行さ

れました。これを受けて、本市におきましては、

おおむね10年間を目標に旅客施設や道路、駅前広

場等のバリアフリー化を図るため、現在、本年度

末を目途に交通バリアフリー基本構想の策定を進

めているところであります。

基本構想の策定に当たりましては、学識経験者、

国、県、警察、交通事業者などの関係機関のほか、
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高齢者団体、身体障害者団体などのご意見を拝聴

する機関として協議会を設置し、基本構想の内容

等について協議をしているところであります。こ

れまでＪＲ長崎駅から市役所・浜町にかけての都

心地区とＪＲ浦上駅から松山にかけての浦上地区

の２地区を重点地区として設定するとともに、そ

れぞれの地区内において、バリアフリー整備が特

に必要である特定経路の抽出や実施すべき事業の

内容について検討を行っているところであります。

今後、この基本構想に基づき、道路管理者や警

察、交通事業者など関係機関が一体となって、歩

道の段差・勾配の改良、誘導ブロックや音響機能

つき信号機の設置、電停やバス停の改善など各種

のバリアフリー化の事業を行い、だれもが公共交

通機関を安全で快適に利用できるバリアフリーの

まちづくりを推進してまいりたいと考えておりま

す。

○土木建築部長（向井正人君） 電線類地中化推進

についてお答えいたします。

電線類地中化につきましては、昭和61年度より

平成10年度までに約5,400メートルが完成をして

おります。国の定める新電線類地中化５カ年計画

に基づき、平成12年度より平成15年度までに市道

松が枝町南山手町線、市道松が枝町２号線、市道

銅座町新地町１号線、市道伊勢町大浦町線におい

て約1,000メートルの電線類地中化を進めており

ます。

さらに、出島復元整備に伴い、市道出島町２号

線、市道出島町籠町１号線については、路面電車

のセンターポール化を含めて、平成14年度から平

成17年度にかけて整備を進めていく予定でござい

ます。

今後の電線類の地中化につきましては、電力や

通信に関する需要密度や地上機器設置場所の確保

など厳しい採択基準がありますが、快適な歩道空

間の確保、良好な都市景観の形成、都市災害の防

止等の観点から重要な施策でありますので、国や

県、また、電線管理者等とも十分な協議を行い、

整備促進に努めてまいる所存でございます。

以上でございます。

○６番（飛田典子君) それぞれ答弁をいただきま

した。

質問内容が多岐にわたっておりましたけれども、

どの項目も時期を外しちゃならない大事な項目だっ

たと、そう認識をし、質問をさせていただきまし

たが、つい先日、外務省が出されました開かれた

外務省のための10の改革、この中に、１番のトッ

プに透明性、スピード、実効性、これをキーワー

ドに改革を行っていくという川口大臣のお話でご

ざいましたが、私も、本当に市の職員の皆様が、

それぞれに優先度をもって、それこそ実効性、ス

ピード、透明性はどうかわかりません、透明性も

あるんでしょうか。頑張っていっていただいてお

りますけれども、私は、まず、このブックスター

トのことで、市長に再度、お尋ねをしたいと思い

ます。

ついこの間、佐世保市でもブックスタートが実

行に入っておりますけれども、これは10カ月時に、

本のパックが渡されると。なかなか若いお母さん

というのは、どういう本を読んで聞かせたらいい

かという、この選択に非常に難しいという、そう

いう声を聞きます。

つい先日も、出産のときに記念植樹をいただく

と、ところがマンションとかアパートは、なかな

かフラワーポットを持っていらっしゃる方は、い

ただきに行く方もいらっしゃいますけれども、何

人か子どもさんを出産して、まだ一度も行ったこ

とがないとか、たまにそういうお母さんたちも聞

きます。たけども、そういうときに、選択肢とし

て、絵本と記念植樹、そのいずれかということで

も結構でしょうし、それから健診のとき、こうい

うときに、この絵本の贈呈する。自治体では出産

祝金とか、本当にそういうことをやっているとこ

ろも、強気でやっているところもあるわけですね。

私は、昨日の市民会議さんですよね、読書の重

要性を述べておられまして、私も感動してうなづ

いておりましたけれども、本当に心の情操教育、

これがいかに大事であるかということで、私は、

これは去年の７月の新聞の中に、東大の名誉教授

の小林 登先生の談話が入っておりましたので、

ちょっと時間をいただきまして読んでみたいと思

います。

妊娠10週で「反射行動」を起こす。「普通、妊

娠に気付くころには、赤ちゃんは子宮の中で12ミ

リぐらいに育っています。まだ完全な形にまで成

長してはいないので『胎芽』と呼ばれます。その
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ころ既に、心臓も脳も脊髄も、手足や耳の原形も

できています。妊娠７、８週に入ると、口や生殖

器らしきものもできてきます。そして人間として

の原形ができ、９週を過ぎると１人前になって

『胎児』と呼ばれるようになります。妊娠10週前

後には、既に胎児は『反射行動（または反射運動）』

を起こすようになります。特殊な方法で口の回り

を刺激すると、反射的に首や体を反対方向に曲げ

ます。さらに何週間かたつと、刺激に対して口を

閉じたりもします。また、胎児の心電図を測りな

がら母親にタバコを吸わせてみると、拍動のリズ

ムがすぐに変わることが分かります」。刺激が強

いということですね。「喫煙は、体に軽い酸欠状

態を起こしますが、それがさい帯を通しておなか

の赤ちゃんに影響を及ぼしているようですので、

注意が必要です」。24週で指しゃぶりや歩く練習

をおなかの中でしている。「20週のころには、目

や耳の基本的な形態がほぼ出来上がります。そし

て、24週ごろになると、おなかの赤ちゃんはいろ

いろな行動を起こします。そのひとつが羊水を飲

み始めることです。これは、生まれてから母乳を

飲む運動のもとになります。羊水は、少々甘味の

ある液体ですが、その中にサッカリンという物質

をほんの少量加えて甘味を増す実験が、かつてア

メリカで行われました。すると胎児は、激しい勢

いでその羊水を飲み始めたというのです。つまり、

胎児は羊水の味が分かるのです。また、母親の胎

盤の出っ張ったところを乳首を吸うように吸った

り、指しゃぶりをしたり、歩く練習や肺で呼吸す

る練習もしているというんです。胎児は、このよ

うに子宮の外に出たときに備えて、あらゆる予行

演習をしているのです。子宮の中は暗闇ですから、

胎児には何も見えていないだろうと考えがちです。

しかし、強い光を母親のおなかに当てると、胎児

は後ずさりし、弱い光では『何だろう』というよ

うに近寄ってくるという報告があるのです。その

報告によれば、そのとき胎児は、まぶたを開閉し

たり、眼球をきょろきょろと動かしたりしている

のです。このように、おなかの中の赤ちゃんがさ

まざまな事を感じ取り、外に生まれ出たときに備

えていろいろな行動をしていることを知れば知る

ほど、その能力の高さに驚きます。小林教授は、

『大切なことは、胎児の能力の高さを認識するこ

とによって、同時に、母親とその周囲の人が胎教

の重要性を確認することです』と述べています。

胎教は、周囲による母親への『エモーショナル・

サポート（情緒的支援）』そのもので、胎児を教

育することではありません。母親のストレスの緩

和や精神の安定が胎児を育て、安産や生後の親子

の『きずな』を強いものにすることができるので

す。ただでさえ『ストレス社会』と呼ばれる現代

では、核家族化などの影響で深まる、母親の孤立

感を和らげることが大切なのです。『胎児は何で

も見ている、聞いていることを忘れずに、周囲が

母親と子が心豊かに生活できるようやさしく勇気

づけをしてほしい』」と小林先生がおっしゃって

います。

なかなか、最近は、児童虐待など本当に残虐な

現状が多いんですけれども、そういう事件が多い

中で、今、全国的に、こういう読書運動が展開を

しております。ボランティア、それからいろいろ

な保健婦さん、それからＮＰＯの方々、学生のボ

ランティア、こういう方たちがですね、本当に子

どもに対して読み聞かせ、学校にあっては、授業

の前の10分間読書運動、これで本当に、私はもっ

と長崎もいいことであれば、予算もそんなたくさ

んかからないと思います。

私は、動物も非常に大事だと思います。そうい

う意味では、動物の適正飼養についても何年か前

に質問させていただいているんですけれども、今

回も野良猫に対する去勢の手術、これも市の獣医

師会の方でということで、連携を取ってやってい

ますけれども、本当に動物も人も有史以来、共生

をしているわけですね。だから、本当に動物にも

そういう手当てをするんであれば、赤ちゃんにも、

また、妊娠しているお母さんにも、同等に、公平

にやはり育てて行かなければいけないんではない

かなと、私は、野良猫を例に挙げるつもりではな

かったんですけれども、本当にそういうはぐくむ

やさしい、そういうブックスタートの事業に向け

て、再度、市長のご決意をお聞かせ願いたいと思っ

ております。

それから、観光ですけれども、先ほど観光部長

の方から、本当に前向きの答弁をいただきまして、

うれしく思いました。私、三菱の豪華客船は、ちょっ

と見たことないんですけれども、まだですかね、
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ダイヤモンド・プリンセスとサファイヤ・プリン

セス、この２隻、これが10月に外装ということで、

内装に入る前に２カ月間浮上させておくわけです

ね、２隻ね。すばらしい豪華客船だそうです。私

は、本当に世界の観光のトップをいくこの長崎、

そしてまた、この長崎市でも三菱というと議員さ

んたちを見てもおわかりのように、すばらしい素

材というか、観光の素材がたくさんあります。

そういう意味では、ぜひライトアップをして観

光に貢献ができないか。観光部長、長崎市と三菱

重工でお話し合いをしていただき、ぜひ、これを

観光にスポットを当てていただいてライトアップ

をするとどんなにか、市議会を挙げて観光振興対

策特別委員会でも、私たちでも、ぜひ行きたいと

思っておりますので、どうかこれに向けては全力

で取り組んでいただきたいなと思いますけれども、

そのご決意のほどもお願いしたいと思います。

それから、もう一つ、観光につきまして、修学

旅行生が、今、タクシーで個々に動いている、グ

ループでですね。あそこもここも、あれもこれも

と、限られた時間の中で、あちこちすばらしい箇

所があるものですから、それをコーディネートす

るコーディネーターがなかなか少ないらしいので、

できればコースは、それぞれ旅行業界とか観光課

でもどうなんでしょうか、コーディネートする方

がいらっしゃるかと思いますけれども、そういう

観光素材をうまくコーディネートをして、そして、

カラーライン化も含めて、強く推進していってい

ただきたいなと思っておりますけれども、この答

弁をまずお願いします。

○市長 (伊藤一長君) 飛田議員さんの再質問にお

答えいたしたいと思います。

まず、ブックスタートの件でございますが、た

しか、これは前、田村議員さんも質問されていま

すし、1992年ですか、英国のバーミンガム市でス

タートしたのが一番最初かと思いますが、確かに、

日本の場合は、少子化社会でございますし、子ど

もが体内から、そして６歳児の健診から含めて、

乳幼児を含めたような形で早くから、そういう読

書に親しんでいただく、あるいは音楽に親しんで

いただくということは、これは私は大事なことだ

というふうに思います。

ただ、今議会でもそうでありますけれども、例

えば保育所の待機児童の問題がございましたけれ

ども、少子化対策をどの時点で、どういう形で対

応に力点を置いてとらえた方がいいのか、幅広く、

例えば病後児の保育の問題もございますし、３歳

児までの歯の検診の問題もありますし、あるいは

夜間の24時間体制の小児科の問題もございますし、

いろいろな形で実は多岐にわたっておりまして、

同じ少子化だけでも。ですから、子どもの問題も

非常に多岐にわたっていますので、どの時点に力

点を置いてどうすればいいのかと、そうかと言い

まして、これは46名の議員さんがおれば、46名の

方々それぞれ熱い思いがあることも、これまた少

子化対策一本絞ってもそうであるように、非常に

実は難しいテーマだというふうに思います。

殊さら難しくしているわけではないんですが、

例えば県がスタートしたではないかということで

すが、県も今年度からスタートしましたけれども、

たしか私が聞き及ぶところは３カ年事業だと思い

ます。時限立法のたしか立ち上げのようでありま

して、しかも、３年間のうち１カ年だけ総事業費

のたしか２分の１を補助すると、しかも、中核市

とか保健所の政令市は対象にならないと、ですか

ら、長崎市も佐世保市も対象にならないわけです

けれども、そういうスタートの内容でございます

し、もう少し中身を精査する必要があるんではな

いか。確かに私どもは、子どものころからよく言

われているのは、母親が横に添い寝してくれて、

いろいろな話をしてくれたり、童謡を歌ってくれ

たりというのは、これは私は、飛田議員さんご指

摘のように大事なことだと、昔も大事だし、今も

大事だし、これからも大事なことだということは

十分に認識をいたしております。

ただ、いみじくも本壇でも飛田議員さんも申し

上げましたように、また、昨日の池本議員さんの

質問でもそうであったんですが、教育長の答弁で

は、現在の小中学校の段階で６割が、これは朝の

学習が始まる前に、早朝という形でする学校もあ

るし、時間内でするところがある、いろいろな組

み方あるんでしょうけれども、長崎市の小中学校

の場合は６割の学校が読書をするという形で定着

をしつつありますという報告があっておりますの

で、このことも含めながら、問題は読書だと思う

んです。活字に親しむ、読書を親しむ、そういう
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ふうなことを通じて、いわゆる親子の関係とか絆

とか家族の問題とか、そういう知識を深めるとか

ということが大事だと思いますので、このことも

考えながら、このブックスタートの問題、どうい

うふうにとらえたらいいかというのを、私どもも

検討させていただきたいなというふうに思います。

それから、今度の三菱重工が受注いたしました

１隻目の船が、たしか５月でございますか、第１

隻目が進水するわけでございまして、聞くところ

によりますと、飛鳥もすばらしい船でございます

けれども、あそこの岩瀬道の八軒家の三菱重工の

本社の横でも倍以上の大きさ、そして高さも倍以

上の高さという、とてつもない船のようでありま

す。

確かに、飛田議員さんおっしゃるように、これ

が進水したら、長崎にとっても、しかも１隻目で、

それが今度、艤装が終わって出航しましたら、今

度は２隻目が進水するわけですので、これは長崎

にとっては、観光都市として、しかも国際観光都

市として、このタイミングを逃す手はないという

のは、まさに私もそう思います。

先ほど観光部長も熱い思いで答弁をしたようで

ございますけれども、ただ問題は、相当大きい船

でございますので、私どもも単純にライトアップ

とか何か考えますけれども、私も実は同じことを

考えて、同じことを三菱重工長崎支社の方に申し

上げているんです、実は。飛田議員さんより早く

申し上げているんですけれども、なかなか船の規

模がとてつもない規模でございまして、しかも、

艤装をしながら、今度は次の船の進水の段取りを

しながらという形の、かなりそういうペースの作

業のようでありますし、グラバー園の方から、今

ここに浮かんでいる大きな船は、こんなに世界で

も冠たる船ですよと、国際観光船ですよと。しか

も、これができ上がっても、平成18年の春にでき

ます女神大橋の高さをクリアする船なんですよと

いうことも含めた、そして、そういうサイズも含

めた、そういうのを例えばグラバー園あたりから

説明板とか、ここから見たら一番よく見えますよ

ということ何かは、私は可能ではないかなと思い

ますが、そのほかの問題につきましては、やはり

非常にデリケートな作業の日程の問題とか、余り

にも規模が大き過ぎる問題とか、いろいろなこと

があるようでございますので、ぜひ今後、観光部

長も頑張ると思いますので、ひとつよろしくお願

いさせていただきたいと思います。

以上でございます。

○６番（飛田典子君) 大きく期待をいたしており

ますので、よろしくお願いいたします。

ちょっとしつこくこだわるようですけれども、

ブックスタートも、市長もいやでしょうかね。私

は、この間、福岡にたかしよいち先生というすば

らしい児童文学の先生の講演を聞きに行きまして、

こういう胎児のときから反応する。ＮＨＫのテレ

ビでも、夫婦げんかをして声を出すたびに反応し

ている。本当に首を振って反応している。私は、

そういうものを見るにつけても、胎児のときが一

番大事ではないか。むしろ、生まれてから何歳児

のときに、健診のときに本を読んで聞かせる、お

乳やりながら本を読んで聞かせるのも最高にすば

らしいことだそうです。この先生も、お母さんが

すごく本をずっと読んでくださった。中には怖い

本も読んでくれた。怖い本のときには、毎日、同

じ本を持ってきて、そしてお母さんに読んでもらっ

たと。怖い場面に来ると、お母さんのそばにいた。

そして、何か大きな声で、お母さんが怖いところ

の部分を読むと、お母さんにしがみついていたと、

自分は。１日に１回、そういうお母さんに本当に

スキンシップで抱かれるというか、そういうこと

を考えると、本当に本というのは、すばらしいん

ですよということですね。

ですから、私は、本当に子どもたちの心の教育、

学校の現場でも心の教育と言ったって、やはり小

さいときから、胎児のときからが大事ではないか

なと、そう考えます。

そういう意味で、県が１年なり２年なり３年に

なるかわかりませんけれども、スタートしたとい

うことは、私は、すばらしいことだと思います。

やっていく中で、本当にいいものであれば継続し

ていかれるでしょうし、それはだれもが認めるこ

とだと思いますので、どうか市長、よろしくお願

いしたいと思います。

それから、待機児童のことですけれども、北九

州を調べてみました。特例交付金の北九州では、

平成11年で261名待機児童がいました。12年で201

名、13年で137名、それは保育所の入園児数１万
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5,000人のうちの137名が待機児童なんですね。長

崎市は、先ほどの答弁の中で6,918人の入所のう

ちに352名、およそ半分以上が待機しているとい

うことですよね。

ですから、本当に私は、どこまでどういうふう

にして努力をされてきたのかなと、こう思うんで

す。いろいろその中身、待機しているその児童の

中身に問題があるのかもしれませんけれども、私

は、今、空き店舗がたくさん出てきています。無

認可の保育所もありますね。こういう無認可保育

所を認可保育所にと、そういうふうに国としては

促進していきなさいということを言われておりま

す。場所がなければ、その空き店舗を利用すると

か、もう少し全国的に、そういうことを調査しな

がら、私は進めていっていただきたいなと、かな

りの予算を国はとっております。

この待機児童をゼロにするために特例交付金も

あり、そして今回も、本当に、何億何百万という

予算をとっております。私は、本当に現場へも何

回行かれたのかなと、机上の答弁ではなかろうか

なというものも感じます。私がもし間違っていれ

ば謝りますけれども、私は、もっともっと子ども

たちのために、何とかという思いで努力をしてい

ただきたい。このように、やっていることはわか

るんですけれども、だけども、答弁の中でも、こ

うしてああしてと、こうしたけれどもというもの

を少しいただきたいなと思いました。

そういうところで、待機児童に対する今後の取

り組みといいますか、部長、お願いします。

○福祉保健部長 (高谷洋一君) 先ほども答弁いた

しましたけれども、私たちの方も待機児童の解消

は大変重要な仕事だと認識しております。

先ほど飛田議員さんもおっしゃいましたように、

無認可保育所の中にも基準を達成するものがそろ

そろあるようでございますので、そういったもの

を具体的に進めていきたいというふうに考えてお

りますし、施設の整備につきましても、今年度も

何カ所かやる予定にもしております。あらゆる知

恵を絞りまして努力したいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

○６番（飛田典子君) 時間がもう少しあります。

環境部長、本当にいろいろなことで取り組んで

いただいていることに、私は敬意を表しておりま

す。庁内のＩＳＯの取り組みについては、すみま

せん、昨日とダブりましたものですから、急遽、

家庭版ＩＳＯに切り替えさせていただきましたが、

本当に前向きに、市民ぐるみで地球温暖化防止も

ストップという意味では、楽しい運動ではないか

なと、私が感動したものですから、ぜひ取り組ん

でいただきたいなと思いました。

それから、女性起業家に対する支援ですけれど

も、商工部長、私は小口、中小企業の融資制度が

ありますというんですけれども、本当に女性がい

ろいろなノウハウを持っております。インターネッ

ト、いろいろ持っております。女性が元気になれ

ば、私は家庭も変わるし、社会も変わるし、世界

も変えていくわけですね。

そういう意味では、その中小企業の融資を、私

がもし企業の社長だったら、もう金融会社だった

ら、こういうのがありますよという目玉商品とし

て私は売り込みます。そういう意味では、アマラ

ンスの研究ですか、学習会、こういうところと連

携を取りながら、女性起業家のための融資制度を

立ち上げてみてはどうかなと、こういうふうに思っ

ておりますので、どうか前向きに取り組んでいた

だければと思っています。最後に、ご決意を。

○商工部長 (石崎喜仁君) 私どもでは、現在、融

資案内等で起業家の方に、いろいろこの資金等に

ついてアピールをしておりますが、今年度、この

企業創業資金等につきましても、独自のリーフレッ

トを作成しまして、その中で、起業家を目指す女

性の方々へアピールできるような内容を盛り込み

まして、女性センターや商工会議所等の関係機関

に設置するように努力してまいりたいと思ってお

ります。

以上です。

○副議長（江口 健君） 本日の市政一般質問はこ

の程度にとどめ、次回の本会議は３月11日午前10

時から開き市政一般質問を続行いたします。

本日は、これをもって散会いたします。

＝散会 午後３時１分＝

平成14年第２回定例会・第３号（３月８日）

― 231 ―


